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確定拠出年金法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係省令の公布
について 

  平成28年10月5日 No.424 

 6月3日に公布されました「確定拠出年金法等の一部を改正する法

律」※1の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

※2が、本日公布されました。 

 内容は、平成29年1月1日施行の「個人型ＤＣの適用範囲の拡

大」です。 
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三菱ＵＦＪ年金ニュース  
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 公布された関係省令の概要 

※2  確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 

※1  三菱ＵＦＪ年金ニュース（№4１0）確定拠出年金法等の一部を改正する法律の公布 

項番 項目 省令の概要 

1  企業型ＤＣ規約の閲覧 

（第4条の3）追加 

事業主は企業型ＤＣの規約を事業所ごとに備え置き閲覧させる場合、
電磁的方法での代替を可能とする 

2  連合会への通知事項 

（第4条の4）追加 

企業型ＤＣの加入者が個人型ＤＣに加入可能である旨を事業主が規
約に定めた場合の国民年金基金連合会への通知事項および提出書
類を規定 

  

 個人型ＤＣの適用範囲について、第3号被保険者および企業年金加入者、公務員等共

済加入者についても加入を可能とする。 

 改正法の概要 【施行日】 平成29年1月1日 
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 公布された関係省令の概要（つづき） 

項番 項目 省令の概要 

3 
 加入者等への通知内容の 
 拡充 

（第21条） 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した場合、加入者等への通知内
容に通算加入者等期間等を加えるよう規定 
なお、加入者等の承諾を得た場合は電磁的方法による提供も可能 

（経過措置）本規定は、施行日から1年間は適用しない 

4 
  企業型ＤＣの加入者等原簿 
 への通算加入者等期間の 
 記録 

（第15条） 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した者について、各々の記録関連
運営管理機関で管理する必要な記録の内容を追加 

5 
 個人型ＤＣの加入者等帳簿 
 への通算加入者等期間の 
 記録 

（第56条） 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した者について、各々の記録関連
運営管理機関で管理する必要な記録の内容を追加 

6 
 老齢給付金の請求時における 
 通算加入者等期間の通算 

（第22条の2）追加 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した者についての裁定時には、両
期間を合算するため、各々の記録関連運営管理機関の間で必要な
記録の提供を行う 

7 
 脱退一時金の請求時における  
 通算拠出期間等の通算 

（第69条の2） 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した者についての裁定時には、両
期間を合算するため、各々の記録関連運営管理機関の間で必要な
記録の提供を行う 

8 
 老齢給付金の額の算定方法 
 の変更 

（第4条）（第33条） 

企業型ＤＣと個人型ＤＣの個人別管理資産をそれぞれ保有している
場合の老齢給付金の額について、企業型ＤＣと個人型ＤＣの各々の個
人別管理資産に基づき算定するよう規定 

9 
 個人型ＤＣ加入対象外の 
 範囲を定める規定の削除 

（第38条）削除 
個人型ＤＣの加入者とならない者の規定を削除 

10 
 企業型ＤＣの事業主に係る 
 運営管理業務報告書（様式 
 第8号）の様式変更 

企業型ＤＣの事業主に係る運営管理業務報告書（様式第8号）の 
様式が一部変更 
（経過措置）施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について
適用する 

11 
 個人別管理資産の移換に関 
 する経過措置 

（経過措置期間） 

「平成29年１月1日」～「平成28年6月3日から2年以内で政令で定め
る日」 

（第6条） 

個人型ＤＣ加入者となることができる者または個人型ＤＣ運用指図者
が、企業型ＤＣの加入者資格を取得した場合、個人型ＤＣの個人別
管理資産を移換しないことを申し出た場合の必要な手続きを規定 

（第7条） 

個人型ＤＣ加入者または個人型ＤＣ運用指図者である企業型ＤＣ加
入者が、企業型ＤＣの加入者資格を喪失し、引き続き個人型ＤＣ加入
者または個人型ＤＣ運用指図者である場合、その企業型ＤＣの個人
別管理資産の移換を連合会に申し出た場合の必要な手続きを規定 


